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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報機器を遠隔操作する携帯電話において、
　前記情報機器に表示される表示画面情報を受信しその一部を表示する表示器と、
　各種データを入力する複数の操作ボタンと、
　前記表示器の表示画面を複数のセルに分割し、分割した前記セルの境界を表すグリッド
線およびカーソルを前記表示器の表示画面情報に重ねて表示する表示制御部と、
　前記表示器に表示されるカーソルを、前記操作ボタンの操作に応じて、前記セルの単位
で移動させる操作制御部と、
を備え、
前記操作ボタンは、上下左右の４方向を指定する４つの矢印ボタン、１つの第１のボタン
、および１つの第２のボタンを少なくとも備えて構成され、
　前記第１のボタンの押下によって、
　前記表示制御器は、前記表示器を複数の第１のセルに分割すると共に、前記カーソルの
現在の位置をその格子点の１つとする第１のグリッド線を前記表示器に表示し、
　前記４つの矢印ボタンの押下によって、
　前記操作制御部は、前記矢印ボタンの方向に対応して、前記第１のグリッド線の格子点
上を前記第１のセル単位で前記カーソルを移動させ、
　前記第２のボタンの第１の押下によって、
　前記表示制御器は、前記第１のセルを複数の第２のセルに分割すると共に前記カーソル
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の現在の位置をその格子点の１つとする第２のグリッド線を、前記カーソルの位置を中心
とした所定の範囲に表示し、
　前記４つの矢印ボタンの押下によって、
　前記操作制御部は、前記矢印ボタンの方向に対応して、前記第２のグリッド線の格子点
上を前記第２のセル単位で前記カーソルを移動させ、
　前記第２のボタンの第２の押下によって、
　前記表示制御部は、前記第１および第２のグリッド線を消去する、
ことを特徴とする携帯電話。
【請求項２】
前記第２のボタンは、前記矢印ボタンの中央に位置するボタンであることを特徴とする請
求項１に記載の携帯電話。
【請求項３】
前記４つの矢印ボタンの押下によって、前記カーソルが前記表示器の表示範囲外となる方
向に移動させようとした場合には、
　前記表示器に表示されている前記情報機器の表示画面情報の一部を、前記カーソルを移
動させようと方向と逆方向に移動させ、新たな前記情報機器の表示画面情報を前記表示器
に表示させる、
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯電話。
【請求項４】
前記４つの矢印ボタンの押下によって、前記カーソルが前記第２のグリッドの表示範囲外
となる方向に移動させようとした場合には、
　前記第２のグリッドの表示範囲を、前記カーソルを移動させようと方向に移動させる、
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯電話。
【請求項５】
前記第１のグリッドが表示されている場合において、
　前記第１のボタンの押下によって、
　前記表示制御部は、前記第１のグリッドを消去する、
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯電話。
【請求項６】
前記第２のグリッド線が表示されている場合において、
　前記第１のボタンの押下によって、
　前記表示制御部は、前記第２のグリッド線の表示から前記第１のグリッド線の表示に移
行する、
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯電話。
【請求項７】
情報機器を遠隔操作する携帯電話の遠隔操作方法において、
　前記情報機器に表示される表示画面情報を受信しその一部を表示器に表示する表示ステ
ップと、
　複数の操作ボタンを用いて各種データを入力する入力ステップと、
　前記表示器の表示画面を複数のセルに分割し、分割した前記セルの境界を表すグリッド
線およびカーソルを前記表示器の表示画面情報に重ねて表示する表示制御ステップと、
　前記表示器に表示されるカーソルを、前記操作ボタンの操作に応じて、前記セルの単位
で移動させる操作制御ステップと、
を備え、
前記操作ボタンは、上下左右の４方向を指定する４つの矢印ボタン、１つの第１のボタン
、および１つの第２のボタンを少なくとも備えて構成され、
　前記第１のボタンの押下によって、
　前記表示器を複数の第１のセルに分割すると共に、前記カーソルの現在の位置をその格
子点の１つとする第１のグリッド線を前記表示器に表示するステップと、
　前記４つの矢印ボタンの押下によって、
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　前記矢印ボタンの方向に対応して、前記第１のグリッド線の格子点上を前記第１のセル
単位で前記カーソルを移動させるステップと、
　前記第２のボタンの第１の押下によって、
　前記第１のセルを複数の第２のセルに分割すると共に前記カーソルの現在の位置をその
格子点の１つとする第２のグリッド線を、前記カーソルの位置を中心とした所定の範囲に
表示するステップと、
　前記４つの矢印ボタンの押下によって、
　前記矢印ボタンの方向に対応して、前記第２のグリッド線の格子点上を前記第２のセル
単位で前記カーソルを移動させるステップと、
　前記第２のボタンの第２の押下によって、
　前記第１および第２のグリッド線を消去するステップと、
をさらに備えたことを特徴とする携帯電話の遠隔操作方法。
【請求項８】
前記第２のボタンは、前記矢印ボタンの中央に位置するボタンであることを特徴とする請
求項７に記載の携帯電話の遠隔操作方法。
【請求項９】
前記４つの矢印ボタンの押下によって、前記カーソルが前記表示器の表示範囲外となる方
向に移動させようとした場合には、
　前記表示器に表示されている前記情報機器の表示画面情報の一部を、前記カーソルを移
動させようと方向と逆方向に移動させ、新たな前記情報機器の表示画面情報を前記表示器
に表示させる、
ことを特徴とする請求項７に記載の携帯電話の遠隔操作方法。
【請求項１０】
前記４つの矢印ボタンの押下によって、前記カーソルが前記第２のグリッドの表示範囲外
となる方向に移動させようとした場合には、
　前記第２のグリッドの表示範囲を、前記カーソルを移動させようと方向に移動させる、
ことを特徴とする請求項７に記載の携帯電話の遠隔操作方法。
【請求項１１】
前記第１のグリッドが表示されている場合において、
　前記第１のボタンの押下によって、
　前記表示制御部は、前記第１のグリッドを消去する、
ことを特徴とする請求項７に記載の携帯電話の遠隔操作方法。
【請求項１２】
前記第２のグリッド線が表示されている場合において、
　前記第１のボタンの押下によって、
　前記表示制御部は、前記第２のグリッド線の表示から前記第１のグリッド線の表示に移
行する、
ことを特徴とする請求項７に記載の携帯電話の遠隔操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話およびその遠隔操作方法に係り、特に、ネットワークを介してパー
ソナルコンピュータ等の情報機器を遠隔操作する携帯電話およびその遠隔操作方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット接続が可能な携帯電話や無線ＬＡＮ（Local Area Network）内蔵
のＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等、ネットワーク接続が可能な情報機器が普及
してきている。また、これらの情報機器の表示装置は解像度が高くなり、細かな画像の表
示が可能となってきている。それに伴い、情報機器から遠隔地にあるパーソナルコンピュ
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ータ（以下、ＰＣという。）等の他の情報機器にネットワークで接続し、操作を行うため
の製品の開発や研究が進められている。
【０００３】
　例えば、予めソフトウェアをインストールしたＰＣを、ＷＥＢブラウザが使用可能な携
帯電話及びＰＤＡからネットワーク経由で操作する技術がある（例えば、非特許文献１参
照）。
【０００４】
　また、同様にソフトウェアをあらかじめインストールしたＰＣを特定の言語が使用でき
るＷＥＢブラウザまたは専用のビューアで操作する技術がある（例えば、非特許文献２参
照）。
【０００５】
　さらに、携帯電話とＰＣの間に中継サーバを設け、中継サーバと携帯電話を独自プロト
コルで通信するという方法で携帯電話からＰＣを遠隔操作する遠隔操作システムが実現さ
れている（例えば、非特許文献３参照）。
【非特許文献１】日本ＩＢＭ　”携帯電話からＰＣの遠隔操作を実現するソフト”、[ｏ
ｎｌｉｎｅ]，プレス・リリース、[平成１７年６月２８日検索]、インターネット＜ＵＲ
Ｌ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ－６．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｊｐ／ｄｏｍｉｎｏ０５／ｅｗｍ／Ｎ
ｅｗｓＤＢ．ｎｓｆ／２００２／０５２７１＞
【非特許文献２】ＡＴＴ　”Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｃ”、［ｏｎｌｉｎｅ
］，［平成１７年６月２８日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｕｋ．ｒｅｓｅａｒｃｈ．ａｔｔ．ｃｏｍ／ａｒｃｈｉｖｅ／ｖｎｃ／＞
【非特許文献３】中須正人　”　携帯電話を用いたコンピュータ遠隔操作システムの研究
”、［ｏｎｌｉｎｅ］，筑波大学大学院、［平成１７年６月２８日検索］、インターネッ
ト＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｐｌａｂ．ｉｓ．ｔｓｕｋｕｂａ．ａｃ．ｊｐ／
～ｂａｒｕ／ｒｅｓｅａｒｃｈ／ｋｅｉｔａｉ．ｈｔｍｌ＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非特許文献１ないし３が開示する技術は、ＰＣの表示画像情報やＰＣのキーボード或い
はマウスから入力された情報を、特定の通信プロトコルによって、ＰＣと携帯電話との間
で授受することによって、携帯電話からＰＣを遠隔操作する技術に関するものである。
【０００７】
　ところで、今日、ＰＣに対してデータを入力しようとする場合は、キーボードの他、マ
ウスやタッチパッド等のポインティングデバイスを用いる形態が一般的になっている。マ
ウス等を用いることによって、ＰＣの画面上の任意の位置に瞬時にマウスカーソルを移動
させることが可能であり、移動後直ちにマウスボタンを押下することによって各種のメニ
ュー選択やデータ入力を行うことができるため、高い操作性が実現されている。
【０００８】
　他方、携帯電話には、電話番号をダイアルするための数字ボタン、メニュー選択のため
の上下左右方向の矢印ボタンおよび確定ボタン、およびその他の特別な操作のための数個
のボタンがついているだけである。
【０００９】
　このため、携帯電話を用いてＰＣを遠隔操作しようとする場合、マウス等のようにＰＣ
の画面上の任意の位置にカーソルを瞬時に移動させることができず、例えば、上下左右方
向の矢印ボタンを何回も押下することによってカーソルを少しずつ移動させる以外適切な
手段が無いというのが実情である。
【００１０】
　もちろん、マウスを携帯電話に接続して使用する形態も技術的には可能であるが、携帯
電話の可搬容易性を低下させるだけでなく、外出先や電車等での移動中の操作を考えると
あまり現実的な解決方法とは言えない。
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【００１１】
　このように、携帯電話を用いてＰＣを遠隔操作する場合の操作性は、ＰＣ単独をマウス
等で操作する場合に比べてかなり低いと言わざるを得ない。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、携帯電話等の既存の操作ボタンを使用し
つつも、高い操作性でＰＣを遠隔操作することができる携帯電話およびその遠隔操作方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に係る携帯電話は、上記課題を解決するため、情報機器を遠隔操作する携帯電話
において、前記情報機器に表示される表示画面情報を受信しその一部を表示する表示器と
、各種データを入力する複数の操作ボタンと、前記表示器の表示画面を複数のセルに分割
し、分割した前記セルの境界を表すグリッド線およびカーソルを前記表示器の表示画面情
報に重ねて表示する表示制御部と、前記表示器に表示されるカーソルを、前記操作ボタン
の操作に応じて、前記セルの単位で移動させる操作制御部と、を備え、前記操作ボタンは
、上下左右の４方向を指定する４つの矢印ボタン、１つの第１のボタン、および１つの第
２のボタンを少なくとも備えて構成され、前記第１のボタンの押下によって、前記表示制
御器は、前記表示器を複数の第１のセルに分割すると共に、前記カーソルの現在の位置を
その格子点の１つとする第１のグリッド線を前記表示器に表示し、前記４つの矢印ボタン
の押下によって、前記操作制御部は、前記矢印ボタンの方向に対応して、前記第１のグリ
ッド線の格子点上を前記第１のセル単位で前記カーソルを移動させ、前記第２のボタンの
第１の押下によって、前記表示制御器は、前記第１のセルを複数の第２のセルに分割する
と共に前記カーソルの現在の位置をその格子点の１つとする第２のグリッド線を、前記カ
ーソルの位置を中心とした所定の範囲に表示し、前記４つの矢印ボタンの押下によって、
前記操作制御部は、前記矢印ボタンの方向に対応して、前記第２のグリッド線の格子点上
を前記第２のセル単位で前記カーソルを移動させ、前記第２のボタンの第２の押下によっ
て、前記表示制御部は、前記第１および第２のグリッド線を消去する、ことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る携帯電話およびその遠隔操作方法によれば、携帯電話等の既存の操作ボタ
ンを使用しつつも、高い操作性でＰＣを遠隔操作することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明に係る携帯電話およびその遠隔操作方法の実施形態について添付図面を参照して
説明する。
【００１８】
（１）第１の実施形態
　図１は、情報機器遠隔操作システム１のシステム構成例を示す図である。
【００１９】
　本発明の実施形態に係る携帯電話２は、基地局５および電気通信回線４を介して情報機
器３と連接される。情報機器３は、例えば、パーソナルコンピュータである。
【００２０】
　情報機器遠隔操作システム１は、オフィス等に設置されている情報機器３を、携帯電話
２によって出張先や外出先等から遠隔操作することを可能とするシステムである。
【００２１】
　情報機器３に表示される表示器３ａの表示画面情報を、電気通信回線４を介して受信し
、携帯電話２の表示器２ａに表示させる。通常、携帯電話２の表示器２ａは情報機器３の
表示器３ａより小さいため、表示器３ａの一部が表示器２ａに表示されることになる。
【００２２】
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　他方、携帯電話２から情報機器３に対して操作をする場合やデータを入力する場合には
、携帯電話２に設けられている操作ボタン等を用いることになる。
【００２３】
　情報機器３を直接操作する場合であれば、マウスやタッチパッド等のポインティングデ
バイスを用いることにより、マウスカーソル（以下、単にカーソルという）を表示器３ａ
上の任意の位置に瞬時に移動させることができる。
【００２４】
　これに対して、携帯電話２では、携帯容易性が重視されるため、通常マウスやタッチパ
ッド等のポインティングデバイスは備えておらず、このため従来カーソルの移動操作は効
率の悪いものとなっていた。本発明は、カーソルの移動操作を効率良く行う技術を提供す
るものであり、これによって携帯電話２による遠隔操作の操作性を向上させることができ
る。
【００２５】
　図２は、携帯電話２の構成例を示すブロック図である。
【００２６】
　携帯電話２は、通信部２０、表示制御部２１、表示器２ａ、操作制御部２２、および操
作部２３を備えている。
【００２７】
　通信部２０は、電気通信回線４を介して情報機器３とのデータ通信を行っている。表示
制御部２１は、情報機器３から送信されてくる表示画面情報を、携帯電話２の表示器２ａ
に表示させるための処理を行っている。また、表示制御部２１は、カーソルやグリッド線
（後述）を表示器２ａに表示させる処理も行っている。
【００２８】
　表示器２ａは、例えば液晶表示器等で構成されるものである。
【００２９】
　操作制御部２２は、操作部２３の各種操作ボタン２４等から入力されるデータに基づい
て各種のデータ変換等を行う。本実施形態では、押下される操作ボタン２４に応じて、例
えばカーソルの位置への変換やカーソルの移動量への変換を行っている。
【００３０】
　図３（ａ）は、携帯電話２の表示器２ａに表示される表示画面の一例を示す図である。
図３（ｂ）は、遠隔操作の対象である情報機器３の表示器３ａに表示される表示画面を示
している。
【００３１】
　パーソナルコンピュータ等に代表される情報機器３の表示器３ａは、比較的大きな画面
を構成することが可能であり、例えば１０２４×７６８ドット（ＸＧＡ規格）の画素数で
構成される。一方、携帯電話２の表示器２ａは、高解像度化が進んできているものの情報
機器３に比べると小さな画面となり、例えば２４０×３２０ドット（ＱＶＧＡ規格）であ
る。
【００３２】
　従って、情報機器３の表示画面を携帯電話２の表示器２ａに表示させる場合には、図３
に例示したように、情報機器３の表示画面の一部が切り取られて表示されることになる。
【００３３】
　図４は、携帯電話２の操作部２３の構成例を示す外観図である。操作部２３は複数の操
作ボタン２４を備えて構成されている。
【００３４】
　操作部２３の上部領域には、４つの上下左右矢印ボタン、即ち、「上」矢印ボタン、「
下」矢印ボタン、「左」矢印ボタン、および「右」矢印ボタンが配置されている。また、
４つの上下左右矢印ボタンで囲まれた中央部には「確定」ボタンが配置されている。
【００３５】
　操作部２３の下部領域には、ダイヤルボタンが配置されている。ダイヤルボタンは、３
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行３列に配置された「１」ボタンないし「９」ボタンの他、「０」ボタン、「＊」ボタン
、「＃」ボタン等を備えて構成されている。この他、携帯電話２は「通話」ボタンを備え
ている。
【００３６】
　図５は、これらの操作ボタン２４を用いてカーソルを移動させる従来の方法について説
明する図である。
【００３７】
　図５中、十字を○で囲んだシンボルが、カーソルを表している。従来、カーソルを移動
させようとした場合、上下左右矢印ボタンを用いて移動させる形態が多い。即ち、上下左
右矢印ボタンを押下する毎に矢印の方向にカーソルが移動距離ｄだけ移動する形態である
。図５の例示では、「右」矢印ボタンを１回押下してカーソルを右に移動させ、その後、
「下」矢印ボタンを１回押下してカーソルを下に移動させている。
【００３８】
　カーソルを所望の位置に移動させて時点で、例えば「確定」ボタンを押下することによ
って、情報機器３のマウスのボタンをクリックしたのと等価な操作としている。
【００３９】
　移動距離ｄが固定だとすると、移動距離ｄの中間位置にカーソルをポインティングする
ことができない。このため、移動距離ｄは設定により変更可能となっている。
【００４０】
　例えば、１回の移動距離ｄが８ドットに設定されている状態で、カーソルの位置を＋ｘ
方向（右方向）に３６ドット、＋ｙ方向（下方向）に４０ドット移動させる場合を考えて
みる。「右」矢印ボタンを４回押下し、「下」矢印ボタンを５回押下すると、目的位置の
左横４ドットの位置に移動できる。そこで、カーソルの移動距離ｄを４ドットに設定しな
おし、１回「右」矢印ボタンを押下することによって目的位置に到達することができる。
この場合、移動距離ｄの設定操作を除いたとしても合計１０回の操作ボタン２４の押下が
必要となる。
【００４１】
　携帯電話２の画面サイズをａ×ｂドットとし、移動距離をｄドットとした場合、移動に
必要となる上下左右矢印ボタンの平均の押下回数は、カーソルの現在位置を（ｘ，ｙ）と
すると、（１）式で近似することができる。
【数１】

【００４２】
　（１）式は離散式なので、計算を簡略化するために、以下の連続式で近似する。

【数２】

【００４３】
　（２）式を計算すると、以下の式が得られる。  
　　［数３］
　　((ｘ２－a・x＋ａ２／２）／(a・d))＋((ｙ２－b・x＋b２／２）／(b・d))
　すなわち、携帯電話２の画面サイズをａ×ｂドットとし、移動距離をｄドットとした場
合、移動に必要となる上下左右矢印ボタンの平均の押下回数は、カーソルの現在位置を（
ｘ，ｙ）とすると、（３）式で近似することができる。
【００４４】
　　［数４］
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　　((ｘ２－a・x＋ａ２／２）／(a・d))＋((ｙ２－b・x＋b２／２）／(b・d))……(3)
　　　　　　　０≦ｘ≦ａ、０≦ｙ≦ｂ
　なお、（３）式は、カーソルの目的位置が、画面サイズａ×ｂドットの範囲に一様に分
布しているという仮定での平均押下回数を示すものである。
【００４５】
　今日、携帯電話２の代表としての携帯電話の画面サイズで一般的になりつつあるＱＶＧ
Ａ規格の画面サイズは、２４０×３２０ドットである。そこで、ａ＝２４０、ｂ＝３２０
を（３）式に代入し、さらに、移動距離ｄを８ドットとして、ｄ＝８を（３）式に代入す
ると、（４）式が得られる。  
　　［数５］
　　（(ｘ２－240・x＋28800）／1920)＋（(ｙ２－320・x＋51200）／2560) ……(4)
　　　　　　　０≦ｘ≦２４０、０≦ｙ≦３２０
　上記（４）式で表される関数は、表示器２ａの表示画面の中央位置、（ｘ，ｙ）＝（１
２０，１６０）で最小値１７．５をとり、画面の隅、例えば（ｘ，ｙ）＝（０，０）で最
大値３５をとる。平均値は約２３．３３３回である。
【００４６】
　ボタンの押下回数を低減させるためには、１回のボタン押下での移動距離ｄを長くする
ことが考えられるが、その場合、中途半端な位置をポインティングする確率が高くなるた
め、移動距離ｄの設定変更をする頻度が増し、実際の操作としてはかえって効率の悪いも
のとなる。
【００４７】
　携帯電話２におけるボタン操作では、しばらく押しっぱなしにする操作（長押し）があ
り、通常のボタン操作（短押し）とは区別されている。そこで、ボタンを長押しした場合
と、短押しした場合で移動距離ｄを変えるという改良案がある。また、長押しをしてさら
に引き続きそのボタンを押し続けていると、リピートと言う状態になり、長押しが繰り返
される。このリピートの回数により移動距離ｄを変えるという改良案もある。
【００４８】
　しかしながら、長押しはそれ自体で短押しよりも押下に時間を要するため、カーソルの
移動時間を短縮するための決定的な解決策とはなり得ない。
【００４９】
　図６は、本発明の第１の実施形態に係る携帯電話２におけるカーソルの移動方法を説明
する図である。
【００５０】
　第１の実施形態に係る携帯電話２では、特定のボタン、例えば「通話」ボタンを押下す
ることによって、カーソルを現在位置から表示画面の中央に強制的に移動させるものとし
ている。この動作は、携帯電話２の操作制御部２２において、「通話」ボタンの押下を認
識したときには、カーソルの位置データを強制的に画面中央の座標、（ｘ，ｙ）＝（０，
０）に設定することで実現できる。
【００５１】
　移動先がカーソルの現在位置に近い場合には必ずしも画面中央を経由する必要はないが
、仮に、必ず「通話」ボタンを押下して画面中央に移動させた後に目的位置に移動させる
とすると、（４）式から、現在のカーソル位置に関わらず、目的位置までカーソルを移動
させるために必要となるボタンの平均押下回数は、１７．５回となる。「通話」ボタンの
押下も考慮すると、平均押下回数は、１８．５回となる。
【００５２】
　前述したように、現在のカーソルの位置が任意の位置にある場合（従来の方式）の平均
押下回数は、２３．３３３回である。従って、第１の実施形態に係る携帯電話２では、約
５回程度平均押下回数が低減されることになり、カーソルを目的位置まで移動させる時間
が短縮され、操作性が向上する。
【００５３】
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（２）第２の実施形態
　図７は、第２の実施形態に係る携帯電話２の動作例を示すフローチャートである。また
、図８および図９は、第２の実施形態に係る携帯電話２の動作例を説明する図である。
【００５４】
　第２の実施形態に係る携帯電話２では、カーソルを効率的に移動させるために、「１」
ボタンないし「９」ボタンのダイヤルボタン（第１のボタン）と特定の１つのボタン、例
えば「通話」ボタン（第２のボタン）を用いる。
【００５５】
　ユーザがカーソルを現在位置から移動させようとする場合、ユーザはまず「通話」ボタ
ンを押下する（ステップＳＴ１）。
【００５６】
　「通話」ボタンの押下により、携帯電話２は通常のオペレーションモードから高速でカ
ーソルを移動させるモードへ移行する。また、この「通話」ボタンの押下により、携帯電
話２の表示制御部２１は、図８に示すように、表示器２ａ上に３行３列の大きなグリッド
線（第１のグリッド線）を表示し、このグリッド線によって９つの大きな升目（第１のセ
ル）を形成する（ステップＳＴ２）。
【００５７】
　図８の例では、第１のセルを表示するためにグリッド線を用いているが、セルを識別可
能な表示であればよく、グリッド線に限定するものではない。例えばセルの格子点のみを
表示する形態であってもよい。また、セル毎に背景色を異なる色にしてセルを識別可能と
する形態であってもよい。なお、以下の説明においてはセルの識別表示として総てグリッ
ド線を用いた形態として説明しているが、これらについても同様である。
【００５８】
　ここで、再度「通話」ボタンが押下された場合（ステップＳＴ３のｙｅｓ）には、直前
の操作がキャンセルされたと判断して、グリッド線を消去してステップＳＴ１の前に戻る
。「通話」ボタンが押下されない場合にはそのままステップＳＴ４へ進む。
【００５９】
　ステップＳＴ４では、ユーザが「１」ボタンないし「９」ボタンの９つのボタンのうち
、何れかのダイヤルボタンを押下する。「１」ボタンないし「９」ボタンは、その配列が
３行３列に構成されているものであり、図８に示したように、大きなグリッド線が形成す
る升目（セル）の位置に対応している。従って、ユーザは、表示器２ａに表示された升目
からカーソルの目的位置に対応するダイヤルボタンを容易に選択することができる。
【００６０】
　図９は、動作の流れに沿った表示画面の表示例を示したものであるが、図９（ａ）は、
ステップＳＴ２で「通話」ボタンを押下して大きなグリッド線が表示された直後を示した
ものである。図９（ａ）におけるカーソルの位置（左上）は、カーソルの現在位置（移動
前）を示している。
【００６１】
　図９（ｂ）は、ステップＳＴ４で、「４」ボタンを押下した直後の表示例である。「４
」ボタンが押下されると、カーソルは「４」ボタンの位置に対応する升目（左側中段）の
中央に移動する。併せて、そのセルの内部にさらに３行３列の小さなグリッド線（第２の
グリッド線）を表示し、このグリッド線によって９つの小さな升目（第２のセル）を形成
する（ステップＳＴ５）。
【００６２】
　ここで、再度「通話」ボタンが押下された場合（ステップＳＴ６のｙｅｓ）には、直前
の操作がキャンセルされたと判断して、小さなグリッド線を消去してステップＳＴ３の前
に戻る。「通話」ボタンが押下されない場合にはそのままステップＳＴ７へ進む。
【００６３】
　ステップＳＴ７で、ユーザは目的位置に対応する「１」ボタンないし「９」ボタンを選
択して押下する。図９（ｃ）の例では「９」ボタンを選択して押下している。「９」ボタ
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ンの押下によってカーソルは小さな升目の「９」ボタンに対応する位置に移動する。併せ
て、総てのグリッド線を消去して図９（ｄ）の状態（通常のオペレーションモード）に戻
る。図９（ｄ）の通常のオペレーションモードでは、上下左右矢印ボタンを用いて例えば
移動距離ｄ（ｄ＝８ドット）の単位でカーソルを移動させ、最終的に目的位置まで移動さ
せる。
【００６４】
　小さな升目の画像サイズは、表示器２ａ全体の画像サイズに比べると縦横それぞれが１
／９となるため、表示器２ａの画像サイズが２４０ドット×３２０ドットの場合、約２７
×３６ドットとなる。従って、図９（ｄ）の状態からカーソルを目的位置まで移動させる
ための平均押下回数は、（３）式にａ＝２７、ｂ＝３６、ｄ＝８を代入した（５）式から
得ることができる。
【００６５】
　　［数６］
　　（(ｘ２－27・x＋364.5）／216)＋（(ｙ２－36・x＋648）／288)＋３　　……（５）
　　　　　　　０≦ｘ≦２７、０≦ｙ≦３６
　（５）式の最後の項の「３」は、「通話」ボタンの押下１回（ステップＳＴ１）、ダイ
ヤルボタンの押下２回（ステップＳＴ４およびステップＳＴ７）に対応するものである。
　（５）式の最小値は、４．９６９であり、最大値は６．９３９となる。また、平均値は
約５・６２５である。
【００６６】
　即ち、第２の実施形態に係る携帯電話２では、カーソルを現在位置から目的位置まで移
動させるために必要となるボタンの平均押下回数は、約６回となる。従来の方法では、約
２３回であったから、およそ１／４となる。
【００６７】
　このように、第２の実施形態に係る携帯電話２によれば、カーソル移動に要する操作ボ
タンの押下回数が大幅に削減されるため、短時間でカーソルを目的位置まで移動させるこ
とが可能となり、操作性が向上する。
【００６８】
（３）第３の実施形態
　図１０は、第３の実施形態に係る携帯電話２の動作例を示すフローチャートである。ま
た、図１１は、第３の実施形態に係る携帯電話２の動作の流れに沿った表示器２ａの表示
例を示す図である。
【００６９】
　第２の実施形態ではカーソルの移動を「１」ボタンないし「９」ボタンのダイヤルボタ
ンで行っている。これに対して、第３の実施形態では、カーソルの移動を、上下左右矢印
ボタンを用いて行う形態としている。
【００７０】
　ダイヤルボタンによる操作は簡潔ではあるものの、ユーザによってはボタンの位置を確
認しながら操作する場合もある。これに対して、上下左右矢印ボタンはボタンを見なくて
も操作するブラインドタッチがより行いやすい形態である。
【００７１】
　上下左右矢印ボタンを用いてカーソルを移動させる場合、カーソルの画面上の位置より
も移動する方向が重視される。そこで、カーソルをセルの中央に表示させる第２の実施形
態とは異なり、カーソルをグリッド線の格子点に表示させる形態としている。この表示形
態であれば、カーソルの動きはグリッド線上を動くことになるため、グリッド線がカーソ
ルの軌跡を表し、上下左右矢印ボタンとの相性が良い。従って、素早い操作が可能となる
。
【００７２】
　ステップＳＴ１０で、ユーザが特定のボタン、例えば「通話」ボタン（第１のボタン）
を押下することで、携帯電話２は、通常のオペレーションモードからカーソルを高速で移
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動させるモードに移行する。
【００７３】
　また、「通話」ボタンの押下により、カーソルの現在位置を格子点の１つとする大きな
グリッド線（第１のグリッド線）を表示器２ａに表示する（ステップＳＴ１１）。図１１
（ａ）は、この状態を示している。
【００７４】
　第２の実施形態では、ダイヤルボタンの配置とグリッド線が形成するセルの配置を一致
させるために、３行３列のセルに分割するグリッド線としていたが、第３の実施形態では
このような制約がない。従って、グリッド線の本数や間隔は視認性を重視して選定するこ
とが可能であり、図１１のように縦横の間隔を等間隔とすることができる。例えば、本実
施形態では、縦横のグリッド線の間隔をいずれも８０ドット間隔としている。
【００７５】
　ユーザは、表示画面を見ながらブラインドタッチで上下左右矢印ボタンを押下しながら
、カーソルを現在位置から目的位置に近づけていく。カーソルの移動は、上下左右矢印ボ
タンの一回の押下でグリッド線が形成するセル単位で格子点上を移動する。
【００７６】
　図１１（ｂ）に示した例では、「下」矢印ボタンの１回の押下と、「右」矢印ボタンの
１回の押下によってカーソルを現在位置から目的位置の近傍まで移動させている。
【００７７】
　カーソルを目的位置の近傍まで移動させた後、ユーザは特定のボタン、例えば「確定」
ボタン（第２のボタン）を押下する（ステップＳＴ１６）。
【００７８】
　「確定」ボタンの押下によって、カーソルが位置する格子点に接する例えば４つのセル
（第１のセル）をさらに分割する小さなグリッド線（第２のグリッド線）を表示する。小
さなグリッド線によって、大きなセルは小さなセル（第２のセル）に分割される。図１１
（ｃ）は、この状態を示している。本実施形態では、大きなセルを縦横それぞれ３分割し
ており、小さなグリッド線の間隔を縦横とも２７ドット間隔としている。
【００７９】
　ステップＳＴ１８で、ユーザは上下左右矢印ボタンを押下してカーソルをさらに目的位
置の近傍まで近づける。この時のカーソルの移動単位は、小さなセル単位となるため、よ
り細かな移動が可能となる。図１１（ｄ）に示した例では、「下」矢印ボタンの１回の押
下と、「右」矢印ボタンの１回の押下によってカーソルを目的位置の近傍までさらに移動
させている。
【００８０】
　カーソルを目的位置のほぼ近傍まで移動させたのち、ユーザは「確定」ボタンを押下す
る（ステップＳＴ２２）。「確定」ボタンの押下によって、カーソル位置を確定し、高速
でカーソルを移動させるモードから通常のオペレーションモードに戻る。また、総てのグ
リッド線を消去する（ステップＳＴ２３）。図１１（ｅ）は、この状態を示している。
【００８１】
　通常のオペレーションモードでさらにカーソル位置を微調整する場合には、上下左右矢
印ボタンを用いて、予め設定されている移動距離ｄ、例えば８ドット単位でカーソルを移
動させればよい。
【００８２】
　大きなグリッド線の格子点をカーソルが移動するときは、１回の上下左右矢印ボタンの
押下によって８０ドット移動する。前述したように、従来の方法（通常のオペレーション
モード）では、１回の上下左右矢印ボタンの押下による移動距離は８ドットであるから、
ボタンの平均押下回数は、（４）式の１／１０となる。即ち、約２．３３３回である。
【００８３】
　小さなグリッド線の格子点をカーソルが移動するときは、大きなセルを分割した３×３
の領域の移動を行うことになるので、大きなグリッド線の格子点を移動するときよりも平
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均押下回数は少なくなる。即ち、小さなグリッド線の格子点をカーソルが移動するときの
平均押下回数は、約２．３３３回よりも少ない。
【００８４】
　小さなセルの大きさは２７×２７ドットである。従って通常のオペレーションモードに
戻って８ドット単位でカーソル位置の微調整を行うときの平均押下回数は、（５）式とほ
ぼ同じとなり、約２．３３３回となる。
【００８５】
　この他、１回の「通話」ボタンの押下、および２回の「確定」ボタンの押下を考慮する
と、結局、第３の実施形態に係る携帯電話２の平均押下回数は、
　　［数７］
　　２．３３３＋２．３３３＋２．３３３＋１０＝約１０（回）　　　……（６）
となる。第２の実施形態に係る携帯電話２の平均押下回数の約６回に比べると若干多くな
っているが、従来の方法による平均押下回数約２３回に比べれば、半分以下の回数となっ
ている。
【００８６】
　このように、第３の実施形態に係る携帯電話２によれば、第２の実施形態と同様に、カ
ーソル移動に要する操作ボタンの押下回数が大幅に削減されるため、短時間でカーソルを
目的位置まで移動させることが可能となり、操作性が向上する。
【００８７】
　ところで、上下左右矢印ボタンを用いる場合に、カーソルの移動先が表示器２ａの表示
範囲外となる方向に移動させようとするときがあり得る。このような場合、本実施形態で
は、カーソルの移動先が表示範囲外であるか否かを判断し（図１０のステップＳＴ１３）
、表示範囲外である場合には、表示器２ａに表示されている情報機器３の表示画面情報の
一部を、カーソルを移動させようとしている方向と逆方向に移動させ、移動した新たな表
示画面に対してカーソルの位置設定ができるようにしている。
【００８８】
　具体例を図１２に示している。図１２（ａ）は、情報機器３の表示器３ａの表示画面の
一例を示したものである。この表示画面の一部（左端の矩形で囲んだ領域）が切り出され
て携帯電話２の表示画面（図１２（ｂ））に表示されている。
【００８９】
　図１２（ｂ）の状態からカーソルの位置をさらに右に移動させようとした場合、このま
まではカーソル目的位置が表示器２ａに表示されていないため、目的位置に移動させるこ
とができない。そこで、本実施形態では、例えば「右」矢印ボタンを押下した場合には、
ビュー（表示器３ａの一部を切り取った表示領域）を左方向へ、グリッド線の間隔だけ移
動させる形態としている。この結果、今まで見えていなかった右隣の表示画像が表示器２
ａ上に現れてカーソルを所望の目的位置に移動させることが可能となる。
【００９０】
　この動作によって、「右」矢印ボタンを１回押下するだけで、カーソルの移動とビュー
の移動を同時に行うことができるため、効率の高い操作を実現できる。
【００９１】
　また、図１３（ａ）に示したように、小さなグリッド線が表示されている場合に、小さ
なグリッド線の表示範囲外にカーソルを移動させようとする場合もあり得る。
【００９２】
　本実施形態では、このような場合には図１３（ｂ）に示したように、小さなグリッド線
の表示領域をカーソルの移動方向に自動的にシフトさせる形態としている。この結果、小
さなグリッド線を用いたカーソルの移動を継続的に行うことが可能となり、操作性が向上
する。
【００９３】
　また、図１４（ａ）に示したように、小さなグリッド線が表示されている場合に、小さ
なグリッド線の表示範囲外であり、かつ表示器２ａの表示範囲外の領域にカーソルを移動
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させようとする場合もあり得る。
【００９４】
　本実施形態では、このような場合には、図１４（ｂ）に示したように、小さなグリッド
線の表示領域と表示器２ａのビューを、大きなグリッド線の間隔だけ、カーソルの移動方
向と逆方向に移動させる形態としている（図１０のステップＳＴ２０）。この結果、今ま
で見えていなかった右隣の表示画像が表示器２ａ上に現れ、かつ小さなグリッド線を用い
たカーソルの移動可能となり、操作上便利である。
【００９５】
　第３の実施形態においても、第２の実施形態と同様に、「通話」ボタンを用いたキャン
セル動作が可能としている。
【００９６】
　図１０のステップＳＴ１５において、「通話」ボタンが押下されると、大きなグリッド
線の表示を消去して、通常のオペレーションモード（ステップＳＴ１０の直前）に戻る。
【００９７】
　また、小さなグリッド線が表示されているときに「通話」ボタンが押下されると（ステ
ップＳＴ２１のｙｅｓ）、小さなグリッド線を消去して大きなグリッド線の表示状態に戻
る。図１５は、このキャンセル動作を示す表示例である。
【００９８】
　なお、第３の実施形態では、通常のオペレーションモードから「通話」ボタンを押下し
て高速でのカーソル移動モードに移行する際に、現在のカーソル位置は変化しない形態と
している（図１１（ａ）参照）。情報機器３で動作しているアプリケーションソフトウェ
アの種類によっては、通常のオペレーションモードにおける現在のカーソル位置の変化を
特定の情報として取り扱う場合がある。本実施形態では、そのようなアプリケーションソ
フトウェアに対しても影響を与えることがない。
【００９９】
（４）第４の実施形態
　図１６は、第４の実施形態に係る携帯電話２の動作を説明する図である。
【０１００】
　第４の実施形態に係る携帯電話２の基本的な動作の流れは、図１０に示した第３の実施
形態のフローチャートと同じ流れとなっている。第３の実施形態との相違点は、通常のオ
ペレーションモードから高速カーソル移動モードに移行したときのカーソルの動きにある
。
【０１０１】
　第４の実施形態に係る携帯電話２では、「通話」ボタンを押下すると、大きなグリッド
線を表示すると共に、現在のカーソル位置を画面中央の格子点に移動させる形態としてい
る。図１６（ａ）は、この状態を示している。その他の動作は第３の実施形態と同様であ
る。
【０１０２】
　（３）式等から類推できるように、カーソルの初期位置を中央に設定することによって
、セル単位の移動であっても、上下左右矢印ボタンの平均押下回数を最小に抑えることが
できる。この意味で、第４の実施形態は、第３の実施形態の利点に第１の実施形態の利点
を付加した形態ということもできる。
【０１０３】
　　なお、本発明は上記の実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば
、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異な
る実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
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【図１】本発明に係る携帯電話が連接される情報機器遠隔操作システムの構成例を示す図
。
【図２】本発明に係る携帯電話の第１ないし第４の実施形態に係る構成例を示す図。
【図３】本発明に係る携帯電話の第１ないし第４の実施形態に係る表示器の表示例を示す
図。
【図４】本発明に係る携帯電話の第１ないし第４の実施形態に係る操作ボタンの一例を示
す図。
【図５】従来の携帯電話の動作を説明する図。
【図６】本発明に係る携帯電話の第１の実施形態に係る動作を説明する図。
【図７】本発明に係る携帯電話の第２の実施形態に係る動作例を示すフローチャート。
【図８】本発明に係る携帯電話の第２の実施形態に係る動作を説明する第１の図。
【図９】本発明に係る携帯電話の第２の実施形態に係る動作を説明する第２の図。
【図１０】本発明に係る携帯電話の第３の実施形態に係る動作例を示すフローチャート。
【図１１】本発明に係る携帯電話の第３の実施形態に係る動作を説明する第１の図。
【図１２】本発明に係る携帯電話の第３の実施形態に係る動作を説明する第２の図。
【図１３】本発明に係る携帯電話の第３の実施形態に係る動作を説明する第３の図。
【図１４】本発明に係る携帯電話の第３の実施形態に係る動作を説明する第４の図。
【図１５】本発明に係る携帯電話の第３の実施形態に係る動作を説明する第５の図。
【図１６】本発明に係る携帯電話の第４の実施形態に係る動作を説明する図。
【符号の説明】
【０１０５】
１　情報機器遠隔操作システム
２　携帯電話
２ａ　表示器
３　情報機器
４　電気通信回線
２０　通信部
２１　表示制御部
２２　操作制御部
２３　操作部
２４　操作ボタン
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